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2022 年７月４日 

日立市長 小川春樹 様 

（写）日立市県産廃処分場担当課、 日立市議会 議員各位 

茨城県知事 大井川和彦様、基本計画策定委員会委員各位、茨城県監査委員各位、 

茨城県議会議員各位 

マスコミ各位、その他できるだけ多くの市民・県民の皆様 

                  

荒川 照明   日立市台原町 2-10-10 

                       助川 靖平   日立市諏訪町 3 - 4-40 

                       鈴木 鐸士  日立市千石町 1-15-26 

 

産廃最終処分場受け入れ容認に関する公開質問状 

 この度小川日立市長が容認された県産廃最終処分場の候補地は広大な唐津沢にあり、地

形上洪水・土砂崩れの危険性が高い、洪水浸水想定区域にあたり、巨大な廃棄物処分場の建

設地として最も不適格な処である。しかしながら、当該処分場の豪雨時洪水災害については

全く論議がなされておらず、豪雨時洪水災害の危険性を県自らで検討することなく、廃棄物

処分場本体の基本計画を完了し、この 3 月になって市民報告会（参考資料１）があった。谷

に沿った巨大な滑り台のような廃棄物槽に廃棄物が山積みされる異常な状況は、最近熱海

市で発生した地すべり災害の惨事を連想させる。 

日立市の産廃処分場受け入れの賛否については、唐津沢の廃棄物処分場がどのようなも

のか確認しないまま、反対する日立市民の意向は一切聞くことなく、昨年 6 月の定例日立

市議会で形ばかりの希薄な審議を経た後、8 月 5 日になって市議会全員協議会が開かれ、小

川市長から産廃処分場受け入れ容認の要旨（参考資料２）が読み上げられて、あっけなく確

定された。その直後に議長から「報告事項だから、聞き置く程度に留めたい。異議なしと認

めこれにて閉会」の旨が宣言され、産廃処分場受け入れ容認の内容については一切審議され

なかった。「日立市民にとっては重大事項だから、臨時の市議会ではどのような質疑応答が

あるか」と期待して傍聴したが、誠にあきれ果てた幕切れでした。 

 協議会後の小川市長の記者会見の茨城新聞記事（昨年 8 月６日）①では、「小川市長は、

県からごみ容量に応じ 24億円をやや上回る財政支援が得られる見込みであることも明らか

にした。」、また読売新聞②では、「地域振興にも触れ、廃棄物の受け入れ量に応じ県から支

払われる資金を、交通渋滞緩和や下水道整備などに充てる方針を示した。年間で約 20 億円

を見込む。」など、財政支援あるいは地域振興に関して多額な金額が報道された。 

 一方、本年 4 月 4 日の茨城新聞のトップ記事 日立・産廃処分場 地域振興策いつ提示③ 

では、『県からの地域振興策が進まず、日立市側に不満がくすぶっている。県は「市と協議
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し、できるだけ早く示したい」とするが、市には昨年 8 月の受け入れ表明を境に、地元が後

回しにされているのではないか、とのいら立ちが募る。』との報道があった。また、地域振

興策を含めた確認書を巡って、県と市で話し合いは続けられているが、「3 月 24 日の定例会

見で、小川市長は地域振興策が停滞しているとの考えをにじませた」とのことである。 

 そこで、昨年 8 月 5 日付の小川市長の大井川県知事宛の 10 項目から成る「新たな産業廃

棄物最終処分場の施設整備の受け入れについて（回答）」（参考資料 3）を精査してみた。項

目１～７では、産廃処分場の施設整備に関する遵守事項が羅列されているが、総花的で具体

的な内容の記述はない。項目８には、「地域振興策については、地域住民の生活環境の向上

に必要なインフラ整備を始め、環境都市宣言にふさわしく、循環型社会・脱酸素社会の形成

につながる地域資源を生かした周辺環境の整備に加え、本市の地域振興に資するための財

源確保や重要事業への支援を確実に実施すること。」として、産廃処分場とは関係ない、あ

るいは意味不明な地域振興策について記述されているが、そこには「24 億円をやや上回る

財政支援」などの文言は見当たらない。 

また、項目 10 では、「本回答の内容等を文書として取りまとめ、茨城県知事と日立市長と

の間で確認書を交わすこと。」と事後に確認書を交わすよう記述されており、「確認書を交わ

す前に、市長が産廃処分場受け入れを受諾してしまった為に、県からの地域振興策が進まず、

思惑通りに確認書を交わせないので、日立市側に不満がくすぶっている」のだろうと推測さ

れる。 

 更に、日本工業経済新聞の記事（2010/12/02）④によると、エコフロンティアかさまの

場合には、操業から約 5 年が経過した時点で、24 億円を地域振興対策に充てる協定が締結

されて、24 億円の根拠は、埋立廃棄物 240 万㎥に対し、１㎥あたり 1000 円とのことであ

る。唐津沢処分場の埋立廃棄物は 24４万㎥だから、仮に同じ基準で試算すると、日立市へ

の地域振興に関する財政支援額は 24 億 4 千万円となり、小川市長の記者会見での発言「ご

み容量に応じ 24 億円をやや上回る財政支援」と符合する。 

 

この度の日立市長の産廃処分場受け入れ容認については、上記のようにいろいろと疑問

点がありますが、ここでは以下の事柄について小川市長にご質問いたしますので、よろしく

ご回答いただけますようお願いします。 

１．唐津沢に想定される豪雨時洪水による廃棄物流出の危険性について 

産廃処分場計画の極め付けの問題点は、豪雨時に唐津沢の上流部の広大な降水域から搬

入道路のトンネル出入口付近に流入する激甚な洪水に対する災害対策が全く成されていな

いことである。私どもは機会あるごとに、現実的に災害対策は不可能であることを訴えて来

たが、県は豪雨時洪水災害の危険性を自らで検証することなく、相変わらず無視続けたまま

産廃処分場本体の基本計画を完了させた。 

廃棄物処分場の設備配置の情報を唐津沢の地形形状に取り込んで、水防法の規定による 1
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時間あたり 151mm の豪雨時に、唐津沢上流部の降水域 A（64.5ha）から廃棄物処分場に流

入すると想定される毎秒 18.9 ㎥の洪水について流動解析を試みました。その結果、下図に

示すように、洪水は凄まじい勢いで廃棄物槽内に流入し、廃棄物や廃棄物槽の構成材を押し

流すことが確認された。このような豪雨時の沢上流部からの激流は、実際上制御不可能な状

態で、大部分が廃棄物槽を越水して、廃棄物を押し流すと共に、鮎川へ流入することになり

ます。 

 

 

唐津沢産廃処分場における豪雨時洪水の動画解析結果の一場面 

 

しかしながら、基本計画では、搬入道路より「西側流域」を（敷地外）と線引きし切り離

しただけで、「その広大な降水域からの雨水は、新設搬入道路に整備する道路側溝により鮎

川に放流するため、本処分場敷地内への流入は生じない」と断言し責任を放棄しています。

毎秒 18.9 ㎥の洪水を搬入道路側溝により、無事に鮎川に放流することは実際上不可能であ

り、私どもはその旨を本年 1 月には県には連絡済みであるが、未だに応答はありません。 

搬入道路より「西側流域」にある降水域 A からの豪雨時洪水を本処分場敷地内への流入

は生じないようにして鮎川に放流するには、大規模な集水・取水ダムが必要であり、そこか

らの排水管も巨大になり、非現実的な施設になるはずです。また、多量な排水を直接に鮎川

に放流する場合には、調整池の設置や許容放流量の規制もあり、容易ではないと思われます。

したがって、このような過酷な洪水対策を背負った道路計画は実際上不可能なため、道路担

当部署と廃棄物処理場担当部署の折り合いが付かず搬入道路計画が頓挫して、未だに道路

の筋道さえも提示されないのだろうと推測されます。 

言うまでもないが、洪水対策・環境保全に関しては、産廃処分場の候補地の敷地内だけで



4 

 

はなく唐津沢全体の状況が密接に関係することが大きな特徴である。最近になって明らか

になった、日立セメントの本鉱体がカスリーン台風時（1 時間あたり 80mm の豪雨時）に

甚大な洪水災害を受けた記録からも、鮎川最上流域と唐津沢の合流地点は、洪水災害が非常

に発生し易い地形・形状であると言える。現状では、採掘により唐津沢湖が形成されており、

誠に巧妙に、洪水の防災ダムの機能を果たしているが、産廃処分場建設に伴い唐津沢湖の洪

水防災ダムの機能が消滅する損失は計り知れない。鮎川最上流域の降水域面積は 4.91 ㎢と

大変広く、唐津沢全体の降水域面積は 1.25 ㎢（125ha）であり、最上流域の降水域面積に対

する比率は 25％とかなり大きい。 

以上のような状況であり、唐津沢の固有な地形・形状に起因する豪雨時洪水による廃棄物

流出の危険性に対する配慮や具体策がいまだに皆無なのが県の基本計画の致命的な欠陥と

言えます。 

 

市長が産廃処分場の受け入れを容認されたので、産廃処分場の洪水対策・環境保全に関す

る全責任は県知事から日立市長に転嫁されたと判断されます。そこで小川市長に質問です。

「唐津沢の固有な地形・形状に起因する豪雨時洪水による廃棄物流出の危険性に対する配

慮や具体策がいまだに皆無なのが県の基本計画の致命的な欠陥」と言えますが、市長はこの

問題を市民の生命・財産を守る責任ある立場から、どのように考えておられるか」お教えく

ださい。 

 

２．地域振興策の県とのやり取りについて 

 前述のように、「確認書を交わす前に、市長が産廃処分場受け入れを受諾してしまった為

に、県はこれ幸いと具体的に地域振興策を示さず、市の思惑通りに確認書を交わせないので、

日立市側に不満がくすぶっている」ように推測されます。市長や市議会は、県の思惑や意図

を見抜けず、沢中の産廃処分場の危険性には眼を瞑り、24 億余円の地域振興策の具体的内

容も協議せず、しかも確認書を取り交わさずに産廃処分場受け入れを安易に容認した責任

は重く、市民への裏切りに等しい。笠間市の例のように、「総額で 24 億円を地域振興対策に

充てると言うような金額を明示した協定の締結」の確認書を日立市側は要望しているのが

本音のように見受けられます。しかしながら、「有害な産廃処分場を押し付けられたのだか

ら慰謝料として、24 億余円もらうのは当然だ」と言うのは、いかにも浅ましいものですか

ら、それがいかに高額であったとしても、自然環境・生活環境の安全・保全を売り渡すよう

なことは、だれも望みません。産廃処分場を設置すれば地域衰退は確かですが、お金で地域

振興策ができるはずはありませんので、地域振興費獲得はほどほどにしてほしいです。 

 現状では、県は「産廃処分場は有害物を出さない」と白を切っており、多額の慰謝料のよ

うなものを出せるはずがありませんので、地域振興策を含めた確認書を巡る、県と市の話し

合いは今後も大いに難航することでしょう。  
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そこで質問します。「新たな産業廃棄物最終処分場の施設整備の受け入れについて（回答）」

の項目８には、「地域振興策について」記述されていますが、県とのやり取りがどのような

ものか、具体的にご説明ください。また、小川市長の記者会見の茨城新聞記事（昨年 8 月６

日）には、「小川市長は、県からごみ容量に応じ 24 億円をやや上回る財政支援が得られる見

込みであることも明らかにした。」との報道がありますが、そのような発言の根拠をお教え

ください。 

 

３．新設廃棄物搬入道路建設の不当性について 

この度の産廃搬入道路は、当初は梅林道路を使用するとしていましたが、「諏訪地区住

民の反対があったからとの理由で、令和 3 年 2 月に突然に、山側道路からの新設道路に変

更するからよいだろうと県が勝手に決めて、日立市もそれならよいと賛同し」、概略設計

も示されないまま地元住民不在で、確定されてしまいました。「候補地選定の要件では、

搬入道路は長さ１ｋｍ」となっていましたが、県が自らの規則に違反して４～5ｋｍの搬

入道路新設計画を決める暴挙に至りました。このような不当行為は許されるものではあり

ません。搬入道路変更発表から 1 年５か月を経過した現在でも、新設搬入道路の実態（ル

ート・費用）の公表がされていませんので、近いうちに「地元の地権者や周辺の住民に対

する説明ぐらい」はあると思われます。あるいは、トンネル、高架・橋、洪水対策、工事

費の激増、担当コンサルタントの 6 か月間入札制限などの難問が重なり、搬入道路建設計

画が頓挫しているのではないかと推定されます。 

裏山に造る産廃処分場への産廃搬入専用道路の建設ですから、自然環境・生活環境を破

壊するだけで、大久保地区住民にとって大変迷惑なものです。地元説明会の際には、「大 

久保地区住民は、諏訪地区住民よりもっと強く反対であること」を明確に表示したいと

思っております。幸いにも、添付資料⑤に示すように、令和 3 年 6 月に福地源一郎県議の

紹介で、県知事宛に「搬入道路と橋梁建設に強く反対し、撤回を求める請願」が 90 名の

先達により既に提出されており、不採択でしたが、何かと心強いです。 

唐津沢は洪水土砂崩れの危険性のある「洪水浸水想定区域」に実質的に相当するにも拘

らず、集中豪雨時の広大な唐津沢上流域からの洪水が産廃処分場に流入する災害対策を無

視し、かつ、県自らが産廃搬入道路の規定に違反して、200 憶円を超えると予想される膨

大な工事費の無駄遣いすることを阻止するため、住民訴訟を提訴しております。 

県の建設計画・方針がひどく杜撰なので、私どもは勝訴できると確信しております。そ

して廃棄物搬入道路建設に何人かの地権者の方が反対の意思表示をしていただけますと、

建設計画が停滞し取り止めとなり、県の税金無駄遣いの金額も少なくて済みます。            

 

そこで質問します。市議会全員協議会で、市長は「特別委員会からは、新たな搬入ルート

に関する中丸団地住民向けの説明会の実施を強く求めていただきました。これを受けて、県
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では、本年 4 月から 5 月にかけて、新たな搬入ルートに関する中丸団地住民向けの説明会

を重ね、最終的には県が示していた新ルート案をご理解いただいたところです。」と述べて

いますが、「今もって新設搬入道路の実態（ルート・費用）の公表がされていないのに、ど

のようにして、またどの程度に、地域住民のご理解をいただいたと言うのでしょうか？」明

確にお教えください。なお、新設搬入道路に係わる地域住民は、中丸団地住民だけでなく、

大久保地区だけでも大人数であり、新設搬入道路の実態を知らされてない人が大部分です。 

 

４．日立市の行政の最高責任者としての基本姿勢をお伺いします 

 最後にあたり、上記 3 つの質問事項の他にもう一点、重要なのでお伺いいたします。日立

市の行政の最高責任者としての基本姿勢です。日立市民の生命・財産を守るべき責任のある

市長が、問題山積みの県の産廃処分場計画を受け入れ、容認したのは何故かということです。 

行政運営は、住民自治の原則に立ち、行政手続の公正の確保と透明性が求められ、市民の

権利利益を守ることを目的として、行われるべきです。そこで次の 3 点につき、具体的に

御教示・回答を願います。 

（１） 日立市はいつから、県の出先機関のような存在になってしまったのか。 

県と市は、自立した自治体として地方政治を担う車の両輪で、お互いに切磋琢磨

し、地域住民の福祉の増進を図るのが自治組織です。 

（２） 市長は、反対する市民に対しその声と真摯に向き会うこともせず、市民への対話集

会や要請すら拒否しているのは何故か。 

反対している人には、それぞれ、自立した市民として反対の理由・根拠があるはず

です。それを聴きもせず、対話もなしに行政判断にとって大切な正しい状況把握や

施策の是非を決めてしまうのは、謙虚さに欠ける暴挙とも取れますがいかがでしょ

うか。 

（３） 日立市政の政治風土について、その原因・背景について伺います。 

日立市が日製の企業城下町といわれており、陰に陽に日立市政に影響を及ぼしてい

るのではないかとの声もあるが、市長はどうお考えですか。 

そして、市長選が連続 5 回無投票に終わり、20 年間も、市民による選挙の洗礼を

受けていないという異常事態が続いていますが、市長の率直な認識を伺います。 

〈以上〉 

参考資料 

(1) 新産業廃棄物最終処分場基本計画策定委員会 市民報告会資料 令和 4 年 3 月 茨城県 

(2) 日立市議会 全員協議会 会議録 令和 3 年 8 月 5 日 1 新産業廃棄物最終処分場の整備

について（報告事項） 

(3) 令和 3 年 8 月 5 日付 日立市長小川春樹から茨城県知事大井川和彦宛の文書  

「新たな産業廃棄物最終処分場の施設整備の受け入れについて（回答）」 
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